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議
会
と
は
？
議
員
と
は
？
わ
か
っ
て

い
る
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
人
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

地
方
自
治
法
で
詳
し
く
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
な
か
な
か
目
に
す
る
機
会

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

議
会
基
本
条
例
と
は
地
方
分
権
の
推

進
に
よ
り
、
従
来
に
も
増
し
て
自
己
決

定
、
自
己
責
任
が
重
要
と
な
る
地
方
自

治
体
運
営
に
つ
い
て
、
議
会
の
使
命
を

最
大
限
に
果
た
す
こ
と
を
宣
言
し
た
も

の
で
す
。
議
会
が
持
つ
基
本
的
役
割
を

で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま

す
。
議
会
の
情
報
公
開
、
市
民
参
加
を

積
極
的
に
推
進
す
る
べ
き
運
営
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
、
議
会
改
革
に
て
実

践
し
て
き
た
改
革
事
項
を
柱
に
制
定
し

た
も
の
で
す
。

　

素
案
全
文
と
遂
条
解
説
は
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
な
か
の
議
会
の
ペ
ー
ジ
で

掲
載
を
し
て
い
ま
す
。
広
く
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
基
本
条
例
と
は

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

議
会
基
本
条
例
は
議
会
改
革
の
集
大
成
で
す

みなさんのご意見をお寄せ下さい。
　条例や計画などの市の基本的な政策を決める際に、「パブ
リック・コメント」としてその案を広く市民の皆さんに公表
し、寄せられたご意見を参考にして最終的な意思決定を行う
ものです。西脇市議会では次の条例を制定するにあたり、市
民の皆さんからのご意見を募集します。
●西脇市議会基本条例（素案）
○期　間　　10月10日（水）～10月31日（水）
○閲覧場所　　情報公開コーナー・議会ホームページ
○意見の提出方法　　意見は、住所・氏名（または団体）、電
話番号を明記し、郵送、ＦＡＸ、電子メールまたは持参にて
議会事務局へ提出してください。意見の様式は自由です。

○提出先　　〒677-8511　兵庫県西脇市郷瀬町605番地
　　　　　　西脇市議会事務局
　　　　　　☎0795-22-3111　Fax0795-22-4301
　　　　　　Ｅメールgikai@city.nishiwaki.hyogo.jp
○その他
・電話や口頭での意見はお受けできません。
・提出に対する個別の回答はいたしません。
・意見の反映結果など議会の考え方は提出意見と共に、後日
ホームページで公表します。（個人の氏名・団体名等は公
表しません。）

　

10
月
22
日（
月
）午
後
7
時
か
ら
マ
ナ
ビ
ー
タ
大

ホ
ー
ル
に
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
是
非
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
11
月
に
開
催
す
る
議
会
報
告
会
で
も
ご
意

見
を
い
た
だ
き
ま
す
。

市
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
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合
議
制
の
機
関
と
し
て
市
民
の

信
託
に
応
え
て
い
き
ま
す
。

前　文

議
会
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
市
民
が
安
心

で
き
る
豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

第1章

議
会
機
能
を
強
化
し
、
議
論
を
尽
く
し
て

合
意
形
成
に
努
め
ま
す
。

第3章

活
動
原
則
を
定
め
、
市
民
の
声
を
反
映
し
た

市
政
の
実
現
に
努
め
ま
す
。

第2章

前　

文

　

議
会
は
、
市
民
か
ら
選

挙
で
選
ば
れ
た
議
員
に
よ

り
構
成
さ
れ
、
同
じ
く
市

民
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
た

市
長
と
と
も
に
、
西
脇
市

の
代
表
機
関
で
あ
る
。

　

合
議
制
の
議
会
と
独
任

制
の
市
長
は
、
本
市
に
と

っ
て
最
良
の
意
思
決
定
を

導
く
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

異
な
る
特
性
を
生
か
し
て
、

市
民
の
意
見
を
市
政
に
反

映
さ
せ
る
た
め
に
競
い
合

い
、
協
力
し
合
い
な
が
ら
、

市
民
の
信
託
に
応
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

平
成
12
年
の
「
地
方
分

権
一
括
法
」
の
施
行
な
ど

に
よ
り
、
地
方
分
権
の
推

進
が
一
層
目
指
さ
れ
、
自

治
体
の
自
主
的
な
決
定
と

責
任
の
範
囲
が
拡
大
す
る

時
代
を
迎
え
る
中
、
議
会

は
そ
の
持
て
る
機
能
を
十

分
に
発
揮
し
、
信
頼
さ
れ

開
か
れ
た
議
会
と
し
て
使

命
を
果
た
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

平
成
20
年
、
多
く
の
市

民
か
ら
の
声
を
受
け
議
会

は
改
革
の
道
を
歩
み
始
め

た
。
議
会
の
改
革
は
い
つ

も
市
民
と
と
も
に
あ
る
。

議
会
は
、
そ
の
原
点
を
踏

ま
え
、
多
様
な
市
民
の
意

見
を
市
政
に
反
映
で
き
る

合
議
制
の
機
関
と
し
て
の

特
性
を
最
大
限
生
か
し
て

い
く
た
め
、
地
方
自
治
法

等
の
遵
守
と
と
も
に
、
公

正
性
と
透
明
性
の
確
保
、

積
極
的
な
情
報
の
公
開
、

政
策
活
動
等
へ
の
多
様
な

市
民
参
加
の
推
進
を
図
る
。

さ
ら
に
は
特
定
所
管
事
務

調
査
の
充
実
、
議
員
間
討

議
の
展
開
、
市
長
等
執
行

機
関
と
の
緊
張
感
の
保
持
、

議
員
の
資
質
の
向
上
、
議

会
活
動
を
支
え
る
体
制
の

整
備
等
に
つ
い
て
定
め
、

市
民
の
負
託
に
応
え
て
い

く
こ
と
に
よ
り
、
市
民
が

安
心
し
て
生
活
で
き
る
豊

か
な
ま
ち
を
実
現
す
る
こ

と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
こ

の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
２
章　

議
会
及
び
議
員

の
活
動
原
則

（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
２
条　

議
会
は
、
市
の

意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、

行
政
の
監
視
機
関
と
し

て
の
責
任
を
果
た
す
と

と
も
に
、
市
民
の
意
見

を
反
映
し
た
計
画
、
政

策
、
施
策
、
事
業
等

（
以
下
「
政
策
等
」
と

い
う
。）
の
立
案
、
決

定
及
び
評
価
の
た
め
に
、

次
に
掲
げ
る
原
則
に
基

づ
き
活
動
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

⑴　

情
報
公
開
や
市
民

参
加
の
推
進
に
努
め

る
こ
と
。

　

⑵　

透
明
性
、
公
平
性

及
び
公
正
性
を
確
保

す
る
こ
と
。

　

⑶　

平
易
な
言
葉
で
説

明
責
任
を
果
た
す
こ

と
。

　

⑷　

法
令
等
を
遵
守
す

第
1
章　

総
則

（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、

二
元
代
表
制
の
下
、
合

議
制
の
機
関
で
あ
る
議

会
の
役
割
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
議
会

及
び
議
員
の
活
動
原
則

等
の
基
本
的
事
項
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
地

方
自
治
の
本
旨
に
基
づ

く
市
民
の
負
託
に
的
確

に
応
え
、
も
っ
て
市
民

が
安
心
し
て
生
活
で
き

る
豊
か
な
ま
ち
を
実
現

す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

第
３
章　

議
会
機
能
の
強

化（
委
員
会
の
活
動
原
則
）

第
４
条　

委
員
会
は
、
そ

の
所
管
に
属
す
る
議
案

審
査
、
事
務
調
査
、
請

願
等
の
審
査
を
充
実
さ

せ
、
そ
の
機
能
を
十
分

に
発
揮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２　

委
員
会
は
、
市
政
の

課
題
に
適
切
か
つ
迅
速

に
対
応
す
る
た
め
、
所

管
事
務
調
査
制
度
及
び

必
要
と
さ
れ
る
重
要
課

題
を
調
査
す
る
特
定
所

管
事
務
調
査
制
度
の
積

極
的
な
活
用
に
よ
り
、

政
策
の
立
案
、
提
言
そ

の
他
の
能
動
的
な
活
動

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３　

委
員
会
の
運
営
に
つ

い
て
は
、
西
脇
市
議
会

委
員
会
条
例
（
平
成
17

年
西
脇
市
条
例
第

1
8
7
号
）
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
議
員
間
討
議
）

第
５
条　

議
会
は
、
議
案

等
の
審
議
に
当
た
っ
て

は
、
議
員
相
互
間
の
自

由
な
議
論
を
尽
く
し
、

合
意
形
成
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
議
案
等
の
審
査
及
び
調

査
）

第
６
条　

議
会
は
、
議
案

等
の
審
査
及
び
調
査
に

当
た
り
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
学
識

経
験
者
等
に
よ
る
専
門

的
事
項
に
係
る
調
査
に

関
す
る
制
度
並
び
に
公

聴
会
制
度
及
び
参
考
人

制
度
を
積
極
的
に
活
用

す
る
も
の
と
す
る
。

（
請
願
及
び
陳
情
）

第
７
条　

議
会
は
、
市
民

か
ら
の
請
願
を
政
策
提

言
と
位
置
付
け
、
そ
の

審
議
に
お
い
て
は
、
請

願
者
の
要
請
が
あ
っ
た

と
き
は
意
見
を
聴
く
機

会
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

西
脇
市
議
会
基
本
条
例

（
素
案
）

２　

議
会
は
、
市
民
か
ら

の
陳
情
を
政
策
提
言
と

位
置
付
け
、
そ
の
調
査

に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
陳

情
者
か
ら
意
見
を
聴
く

機
会
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
研
修
の
充
実
）

第
８
条　

議
会
は
、
議
員

の
政
策
形
成
及
び
立
案

能
力
の
向
上
等
を
図
る

た
め
、
議
員
研
修
の
充

実
強
化
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２　

議
会
は
、
議
員
研
修

の
充
実
強
化
に
当
た
り
、

専
門
家
及
び
有
識
者
に

よ
る
研
修
会
を
積
極
的

に
開
催
す
る
も
の
と
す

る
。

平
成
24
年
9
月
20
日
現
在

　平成20年市民の皆さまからの議会に対する厳しい声を受け、議会
改革特別委員会を設置し、これまで45回の委員会と12回の検討小委
員会またその他改革案の研究委員会も数回重ねてきました。
　改革案件は30件以上になり、すぐに実践に移したものもあります。
条例の制定に当たり、これまで実践してきたことを基に、全議員が
分担して8章の原案骨子を作成、それを受けて8名の議会基本条例
検討小委員会で議論を尽くし、それを議会改革特別委員会で素案と
してまとめ上げたものです。

素案までの道のり

る
こ
と
。

　

⑸　

市
民
の
理
解
が
得

ら
れ
る
議
会
運
営
に

努
め
る
こ
と
。

（
議
員
の
活
動
原
則
）

第
３
条　

議
員
は
、
直
接

選
挙
で
選
ば
れ
た
市
民

全
体
の
代
表
者
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
、
合
議

制
の
機
関
で
あ
る
議
会

を
構
成
す
る
一
員
と
し

て
、
一
部
の
地
域
、
団

体
の
課
題
の
み
な
ら
ず
、

市
政
の
課
題
全
般
に
つ

い
て
、
自
ら
の
良
心
と

責
任
を
も
っ
て
市
民
の

負
託
に
応
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

議
員
は
、
市
政
の
課

題
及
び
市
民
の
意
見
、

要
望
を
的
確
に
把
握
す

る
と
と
も
に
、
自
己
の

能
力
を
高
め
る
た
め
不

断
の
研
さ
ん
に
努
め
、

市
民
の
代
表
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
活
動
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
会
基
本
条
例

議
会
基
本
条
例
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市
長
等
の
事
務
執
行
の
監
視
と
評
価
に
努
め
、

適
切
な
対
応
を
求
め
ま
す
。

第4章

市
民
参
加
と
情
報
公
開
を
推
進
し
、
親
し
み

あ
る
議
会
を
目
指
し
ま
す
。

第5章

議
会
の
組
織
を
明
ら
か
に
し
、
よ
り
円
滑
な

運
営
に
努
め
ま
す
。

第6章

市
民
の
代
表
と
し
て
高
い
倫
理
感
を

持
っ
て
行
動
し
ま
す
。

第7章

策
水
準
の
向
上
を
図
る

た
め
、
市
長
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
の
説

明
資
料
の
提
出
を
求
め

る
も
の
と
す
る
。

　

⑴　

政
策
等
を
必
要
と

す
る
背
景
及
び
目
的

　

⑵　

提
案
に
至
る
ま
で

の
経
緯
及
び
検
討
し

た
他
の
政
策
案
等
の

内
容

　

⑶　

他
の
自
治
体
の
類

似
す
る
政
策
と
の
比

較
検
討

　

⑷　

西
脇
市
総
合
計
画

と
の
整
合
性

　

⑸　

関
係
す
る
法
令
及

び
条
例
等

　

⑹　

政
策
等
の
実
施
に

係
わ
る
経
費
の
財
源

措
置

　

⑺　

将
来
に
わ
た
る
政

策
等
の
コ
ス
ト
計
算

及
び
効
果
予
測

　

⑻　

市
民
参
加
の
実
施

の
有
無
及
び
そ
の
内

容

２　

議
会
は
、
前
項
の
政

策
等
を
審
議
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
立
案
及
び

執
行
に
お
け
る
論
点
及

び
争
点
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
執
行
後

に
お
け
る
政
策
評
価
に

資
す
る
審
議
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
予
算
及
び
決
算
に
お
け

る
政
策
説
明
資
料
の
作

成
）

第
11
条　

議
会
は
、
予
算

案
及
び
決
算
を
審
議
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
前

条
の
規
定
に
準
じ
て
、

市
長
に
対
し
政
策
別
又

は
事
業
別
の
分
か
り
や

す
い
説
明
資
料
の
提
出

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
第
96
条
第

2
項
の
議
決
事
件
）

第
12
条　

市
政
全
般
に
わ

た
る
重
要
な
計
画
等
に

つ
い
て
、
議
会
と
市
長 

等
執
行
機
関
が
と
も
に

市
民
に
対
す
る
責
任
を

担
い
な
が
ら
、
計
画
的

か
つ
市
民
の
視
点
に
立

っ
た
透
明
性
の
高
い
市

政
の
運
営
に
資
す
る
た

め
、
総
合
計
画
基
本
構

想
の
ほ
か
、
市
政
に
お

け
る
重
要
な
計
画
、
提

携
及
び
協
定
の
う
ち
、

議
会
に
お
け
る
審
議
が

必
要
と
認
め
る
も
の
に

第
４
章　

議
会
と
市
長
等

と
の
関
係

（
基
本
原
則
）

第
９
条　

議
会
は
、
市
長

及
び
執
行
機
関
の
職
員

（
以
下
「
市
長
等
」
と

い
う
。）
と
常
に
緊
張

あ
る
関
係
を
保
持
し
、

市
長
等
の
事
務
の
執
行

の
監
視
及
び
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

本
会
議
に
お
け
る
一

般
質
問
に
つ
い
て
は
、

論
点
及
び
争
点
を
明
確

に
す
る
た
め
、
一
問
一

答
の
方
式
で
行
い
、
質

疑
、
緊
急
質
問
に
つ
い

て
も
総
括
方
式
の
ほ
か
、

一
問
一
答
の
方
式
で
お

こ
な
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。　

３　

委
員
会
で
の
質
疑
等

に
つ
い
て
は
、
論
点
及

び
争
点
を
明
確
に
す
る

た
め
、
一
問
一
答
の
方

式
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。　

４　

本
会
議
又
は
委
員
会

に
出
席
を
要
請
さ
れ
た

市
長
等
は
、
議
員
の
質

疑
等
に
対
し
て
、
議
長

又
は
委
員
長
の
許
可
を

得
て
反
問
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

５　

本
会
議
に
出
席
を
要

請
さ
れ
た
市
長
は
、
議

員
提
出
議
案
や
議
員
修

正
案
に
対
し
て
、
議
長

の
許
可
を
得
て
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６　

議
員
は
、
会
期
中
又

は
閉
会
中
に
か
か
わ
ら

ず
、
議
長
の
許
可
を
得

て
市
長
等
に
対
し
文
書

に
よ
る
質
問
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
市
長
等

は
、
こ
れ
ら
に
適
切
に

対
応
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
政
策
等
形
成
過
程
の
説

明
資
料
要
求
）

第
10
条　

議
会
は
、
重
要

な
政
策
等
に
つ
い
て
、

論
点
を
明
確
に
し
、
政

第
５
章　

市
民
と
議
会
と

の
関
係

（
基
本
原
則
）

第
15
条　

議
会
は
、
市
民

の
意
向
を
議
会
活
動
に

反
映
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
広
く
市
民
の
意

見
を
聴
取
す
る
機
会
の

確
保
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
議
会
の
活

動
に
関
す
る
情
報
公
開

を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、

市
民
に
対
す
る
説
明
責

任
を
十
分
に
果
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
会
議
）

第
16
条 

議
会
は
、
市
政

に
関
す
る
政
策
的
な
情

報
及
び
意
見
を
交
換
す

る
た
め
、
必
要
と
認
め

る
場
合
又
は
市
民
団
体

等
の
求
め
に
応
じ
た
場

合
は
、
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
一
般
会
議

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
公
開
の
推
進
）

第
17
条　

議
会
は
、
議
会

の
役
割
、
責
任
を
市
民

に
明
ら
か
に
す
る
た
め

西
脇
市
情
報
公
開
条
例

（
平
成
17
年
西
脇
市
条

例
第
21
号
）
の
趣
旨
に

の
っ
と
り
、
議
会
が
保

有
す
る
議
会
活
動
に
関

す
る
情
報
の
一
層
の
公

開
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２　

議
会
は
、
本
会
議
、

常
任
委
員
会
及
び
特
別

委
員
会
を
原
則
公
開
と

し
、
本
会
議
及
び
委
員

会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

配
信
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

３　

議
会
は
、
視
察
報
告
、

全
議
案
に
つ
い
て
の
各

議
員
の
賛
否
等
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
報
告
会
）

第
18
条　

議
会
は
、
第
15

条
の
規
定
に
関
す
る
基

本
原
則
の
実
効
性
を
高

め
る
方
策
と
し
て
、
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
市
民
に
対
す
る
議
会

報
告
会
を
原
則
と
し
て

第
６
章　

議
会
の
組
織

（
議
員
の
定
数
）

第
21
条　

議
会
の
議
員
の

定
数
（
以
下
「
議
員
定

数
」
と
い
う
。）
に
つ

い
て
は
、
西
脇
市
議
会

の
議
員
の
定
数
を
定
め

る
条
例（
平
成
20
年
西

脇
市
条
例
第
29
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２　

議
会
は
、
議
員
定
数

の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、

年
２
回
以
上
開
催
し
、

議
会
の
説
明
責
任
を
果

た
す
と
と
も
に
、
市
民

の
意
見
を
聴
取
し
て
議

会
活
動
の
改
善
を
図
る

も
の
と
す
る
。

２　

議
会
報
告
会
は
、
議

会
の
審
議
経
過
及
び
議

決
結
果
の
報
告
だ
け
で

な
く
、
市
政
全
般
に
つ

い
て
市
民
と
の
意
見
交

換
を
行
い
、
議
会
の
運

営
改
善
、
政
策
提
言
等

に
生
か
す
も
の
と
す
る
。

（
議
会
だ
よ
り
の
充
実
）

第
19
条　

議
会
は
、
議
会

だ
よ
り
を
毎
定
例
会
後

に
発
行
す
る
も
の
と
し
、

臨
時
に
発
行
で
き
る
も

の
と
す
る
。

２　

議
会
だ
よ
り
に
は
、

議
案
に
対
す
る
各
議
員

の
対
応
、
一
般
質
問
及

び
委
員
会
活
動
の
ほ
か
、

別
に
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
掲
載
す
る
も
の
と

す
る
。

３　

議
会
だ
よ
り
の
編
集

は
、
議
員
か
ら
選
出
さ

れ
た
委
員
に
よ
る
議
会

広
報
編
集
特
別
委
員
会

が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
議
場
等
の
開
放
）

第
20
条　

議
会
は
、
原
則

と
し
て
年
２
回
以
上
、

市
民
に
対
し
て
議
場
等

を
開
放
し
、
よ
り
親
し

み
の
あ
る
議
会
を
目
指

す
も
の
と
す
る
。

つ
い
て
は
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
22
年
法
律
第

67
号
）
第
96
条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
く
議
決

事
件
と
し
て
別
に
条
例

で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
附
帯
決
議
）

第
13
条　

議
会
は
、
本
会

議
に
お
い
て
可
決
し
た

附
帯
決
議
に
つ
い
て
、

市
長
に
対
し
最
大
限
尊

重
す
る
こ
と
を
求
め
、

併
せ
て
、
当
該
附
帯
決

議
に
関
す
る
事
後
の
状

況
、
対
応
等
を
議
会
に

報
告
す
る
よ
う
求
め
る

も
の
と
す
る
。

（
請
願
採
択
へ
の
対
応
）

第
14
条　

議
会
は
、
採
択

し
た
請
願
の
う
ち
、
市

長
等
に
お
い
て
措
置
す

る
こ
と
が
適
当
と
認
め

た
場
合
に
お
い
て
、
市

長
等
に
そ
の
趣
旨
を
実

現
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
議
会
は
、

当
該
請
願
に
関
す
る
事

後
の
状
況
、
対
応
等
の

報
告
を
市
長
に
求
め
る

も
の
と
す
る
。

行
財
政
改
革
の
視
点
や

近
隣
市
と
の
比
較
だ
け

で
な
く
、
市
政
の
現
状

及
び
課
題
並
び
に
将
来

予
測
及
び
展
望
を
十
分

に
考
慮
し
、
併
せ
て
、

市
民
の
意
見
を
聴
取
す

る
機
会
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場

合
に
お
い
て
、
参
考
人

制
度
、
公
聴
会
制
度
を

活
用
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
会
派
）

第
22
条　

議
員
は
、
議
会

活
動
を
行
う
に
当
た
り
、

政
策
を
中
心
と
し
た
同

一
の
理
念
を
共
有
す
る

議
員
で
構
成
す
る
会
派

を
結
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
議
長
）

第
23
条　

議
長
は
、
議
会

を
代
表
し
、
中
立
公
正

な
職
務
遂
行
に
努
め
る

と
と
も
に
、
円
滑
な
議

会
運
営
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
議
会
図
書
室
の
充
実
）

第
24
条　

議
会
は
、
議
員

の
調
査
研
究
に
資
す
る

た
め
、
議
会
関
連
図
書

を
充
実
さ
せ
る
と
と
も

に
、
議
会
図
書
室
の
一

般
利
用
（
閲
覧
）
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
事
務
局
の
充
実
）

第
25
条　

議
会
は
、
議
会

及
び
議
員
の
政
策
立
案

能
力
を
向
上
さ
せ
、
議

会
活
動
を
円
滑
か
つ
効

率
的
に
行
う
た
め
、
議

会
事
務
局
の
諸
調
査
及

び
法
制
機
能
の
充
実
を

図
る
も
の
と
す
る
。

議
員
の
政
治
倫
理
、
身
分

及
び
待
遇

（
議
員
の
政
治
倫
理
）

第
26
条　

議
員
は
、
市
民

全
体
の
代
表
者
と
し
て

そ
の
倫
理
を
常
に
自
覚

　

議会改革特別委員会の様子

議
会
基
本
条
例

議
会
基
本
条
例
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編
集
後
記

改
革
を
継
続
し
、
こ
の
条
例
の
検
証
と
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

第8章

　

し
、
自
己
の
地
位
に
基

づ
く
影
響
力
を
不
正
に

行
使
す
る
な
ど
市
民
の

疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な

い
よ
う
行
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2　

議
会
は
、
議
員
が
行

う
市
長
等
へ
の
口
頭
に

よ
る
要
請
等
に
対
し
て
、

両
者
の
関
係
の
透
明
性

を
図
る
た
め
、
要
請
等

の
日
時
、
内
容
、
対
応

及
び
経
過
を
記
録
し
た

文
書
を
作
成
す
る
よ
う

市
長
等
に
求
め
る
も
の

と
す
る
。

（
執
行
機
関
等
委
員
の
就

任
制
限
）

第
27
条　

議
員
は
、
二
元

代
表
制
及
び
住
民
自
治

の
観
点
か
ら
、
法
令
に

定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
原
則
と
し
て
審
議

会
等
の
市
の
付
属
機
関

の
委
員
に
就
任
し
な
い

も
の
と
す
る
。

（
政
務
活
動
費
の
執
行
及

び
公
開
）

第
28
条　

議
員
は
、
市
政

諸
課
題
の
調
査
、
研
究

及
び
政
策
提
言
等
に
資

す
る
た
め
に
交
付
さ
れ

る
政
務
活
動
費
の
執
行

に
当
た
っ
て
は
、
西
脇

市
議
会
政
務
活
動
費
の

交
付
に
関
す
る
条
例

（
平
成
18
年
西
脇
市
条

例
第
４
号
）
を
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

政
務
活
動
費
の
交
付

を
受
け
た
議
員
は
、
公

正
性
、
透
明
性
等
の
観

点
か
ら
、
市
民
か
ら
疑

義
が
生
じ
な
い
よ
う
、

議
長
に
対
し
て
証
票
類

を
添
付
し
た
収
支
報
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３　

議
会
は
、
政
務
活
動

費
の
収
支
報
告
を
毎
年

度
市
民
に
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、

市
民
か
ら
前
項
の
収
支

報
告
書
の
開
示
請
求
が

あ
っ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
開
示
す
る
も
の
と

す
る
。

（
議
員
報
酬
）

第
29
条　

議
員
報
酬
は
、

西
脇
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
17
年
西
脇
市
条
例
第

44
号
）
の
定
め
る
と
こ

第
８
章　

改
革
の
継
続
と

見
直
し

（
議
会
改
革
）

第
30
条　

議
会
は
、
社
会

環
境
の
変
化
と
、
新
た

に
生
じ
る
市
政
の
課
題

に
適
切
か
つ
迅
速
に
対

応
す
る
た
め
、
継
続
的

な
議
会
改
革
に
取
り
組

む
も
の
と
す
る
。

（
他
の
条
例
と
の
関
係
）

第
31
条　

こ
の
条
例
は
、

議
会
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項
を
定
め
る
条
例

で
あ
り
、
議
会
に
関
す

る
条
例
、
規
則
等
の
制

定
、
改
定
及
び
廃
止
に

当
た
っ
て
は
、
こ
の
条

例
の
主
旨
を
尊
重
し
、

整
合
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
議
員
に
こ

の
条
例
の
理
念
を
浸
透

さ
せ
る
た
め
、
一
般
選

挙
を
経
た
任
期
開
始
後
、

速
や
か
に
、
こ
の
条
例

の
研
修
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
検
証
と
見
直
し
手
続
）

第
32
条　

議
会
は
、
年
１

回
、
こ
の
条
例
の
目
的

が
達
成
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
議
会
運
営
委

員
会
に
お
い
て
検
証
す

る
も
の
と
す
る
。

２　

議
会
は
、
前
項
の
検

証
の
結
果
、
改
善
の
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
こ
の
条
例

の
改
正
を
含
め
て
適
切

な
措
置
を
講
じ
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
25

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

　

暑
か
っ
た
夏
が
去
り
、

天
高
く
馬
肥
ゆ
る
秋
を
迎

え
ま
し
た
。
先
日
、
町
内

の
敬
老
の
集
い
が
あ
り
、

90
歳
を
越
え
る
長
寿
者
に

「
お
元
気
で
す
ね
」と
お
声

を
掛
け
る
と
、
そ
の
先
輩

は
「
こ
の
暑
い
夏
を
生
き

て
こ
こ
に
来
ら
れ
た
の
は
、

家
の
者
の
見
守
り
が
あ
っ

た
か
ら
」
と
、
ご
家
族
へ

の
感
謝
の
念
を
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。
老
若
男
女
が
ひ

と
つ
屋
根
の
下
に
生
活
す

る
こ
と
の
大
切
さ
が
こ
の

言
葉
に
表
れ
て
い
る
と
思

い
ま
し
た
。

　

今
、
西
脇
市
は
100
歳
以

上
の
長
寿
者
が
19
人
、
そ

の
内
、
最
高
齢
者
は
、
5

人
揃
っ
て
103
歳
、
め
で
た

い
限
り
で
す
。
本
当
に
長

生
き
し
て
い
て
良
か
っ
た

と
思
え
る
社
会
に
し
な
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
議
会
は
、
こ
の
1
年「
議

会
基
本
条
例
」制
定
に
向

け
、
精
力
的
な
取
り
組
み

を
行
い
、
よ
う
や
く
成
案

間
近
に
至
り
ま
し
た
。

　

市
民
の
皆
様
の
ご
意
見

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ろ
に
よ
る
。

２　

議
員
が
議
会
活
動
を

引
き
続
き
長
期
間
休
止

し
た
と
き
は
、
議
員
報

酬
を
減
額
し
て
支
給
す

る
も
の
と
す
る
。
減
額

す
る
割
合
等
に
つ
い
て

は
、
西
脇
市
議
会
議
員

の
議
員
報
酬
等
の
特
例

に
関
す
る
条
例
（
平
成

22
年
西
脇
市
条
例
第
１

号
）
で
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

３　

議
会
は
、
議
員
報
酬

の
改
定
に
当
た
っ
て
議

員
が
提
案
す
る
場
合
は
、

行
財
政
改
革
の
視
点
や

近
隣
市
と
の
比
較
だ
け

で
な
く
、
市
政
の
現
状

及
び
課
題
並
び
に
将
来

予
測
及
び
展
望
を
十
分

に
考
慮
し
、
併
せ
て
、

市
民
の
意
見
を
聴
取
す

る
機
会
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場

合
に
お
い
て
、
参
考
人

制
度
、
公
聴
会
制
度
を

活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。


